
記 載 例様式第1併%条関係)

火 薬 類 消 費 許 可 申 請 書

申腑■を受理した日付けとなります。(:目日でもよしヽ ) ｀ 年  月  日

豊橋市長 佐原 光― 様

'                 00-L‐ 団

(憚豹 氏 名 会長 00△ △  印

※ 整 理 番 号

※ 審 査 結 果

※ 受 理 日 年  月  日

※ 許 可 番 号

名 称 00神牡祭礼青年□

事 務 所 所 在 地

(電 話 )

■00● 町◎番地 (△△)0000

職 業
組

1絆嘉 書 め ● _u静 齢 Iデイ″ 士:

(代 表 者 )住 所  氏 名

(年 令 )

豊橋市0●町◎番地

00△ △ (ロロ歳)

噴出煙火がある場合は、噴出煙火

＼

揚 煙 火

9 Cm玉 CIn玉 Cm玉 Cm玉 Cm玉 Cm玉

消費齢置目を添付のこと 6個 個 個 個 個 個

火薬類の種類

及び数量

噴ゝ煙火 400 g 2,400 g g

20本 12本 本 本 本 本

仕 掛 内 容

詢 椒

3台 4台 ム
ロ

ム
ロ

目 的
00神牡僚礼除興のため

…

こついて確日してくださ

場 所 凛罵Ξ胎鷲F:驚軍翻/ い。

日 時 (期 間 )

自 平翅 年 0月 0日

平姻 年 0月▲日

0時より/0時まで
雨天■延日 0月口日至

危 険 予 防 の 方 法

火薬調鵬m獅ぼ識腺悌 56条の4の煙火の消費の技術上の基準を厳守しま丸

煙火の消費計画書どおり消費しま丸

煙火の消費作業に従事する者は一定の標識を付する。

煙火取扱従事者には消費作業に従事する時までに保安教育を受けさせま丸

噴出煙火については国の噴出煙火に関する保安基準のほか市の補完基準を厳守しま魂

備考 ※印の欄は、記載しないこと。



様式第2(第 4条関係)

見   取   図 (概略)

(消費場所への案内図)

○ 概ね把握できる略図を記載する。

消費場所が確認

…

案内目を― る、若しくは地日障を添付する。



様式第4(その 1)(第4条関Ю

煙火消費計画書

(該当する□印の中にレ点を付け、その他の場合は EIIヨ の中に具体的に記入すること。)

1 煙火製造業者の氏名 銘称及び代表者氏名)、 住所及び電話番号

煙火の
―

の栞者名等を配職する。

主催者における煙火責任者名を― る。

2

煙火の管理

臥 場

□ 設置しない

詰 略

容器  □

事前に仕込みが完了し、保管すべき

燿火がない場合のみ配載する。

電気点火等のため消費中に保管すべき煙火はありませれ また、消費準備中は煙火の管理に留意し、

火災及び盗難の防止に努めま丸

□ 設置する

ア 位置  □ 打揚筒及び仕掛煙火の設置場所並びに火気の取扱所から当日の天候等やむを得ない

場合を除き、20メ ー トル以
―

た風上とする。

□ 地形上やむを得ないため打揚筒の場所から
ロ

メー トルの位置とする。

イ 構造  (当 日の天候等により変更する場合もある。)

□ 小屋組   ロ テント張リ ロ シー ト張り □ 有蓋車

□ その他 例:防炎シートで完全に昴 。

ウ

　

エ

0△ 0△

□ 段ボール製 □ 難燃性・不燃性容器

例 :防炎シートで完全に昴 。

煙火の取扱い

(1)消費場所内の運搬■´´´´

□ 有  □ 無

(2)容器  □ 製

□ その他 例:防炎シーHttD。

(3)筒場等における]襲扱い

□ 容器に収納し、取り出しの都度完全に蓋又は覆いをする。

例:防炎シートで完全に覆い、消費の都度取り出す。

櫂

その他

煙火置場から簡場への移動等をいう。原則として木製又は不t■― と

L段ボTル箱による場合は火の粉がん ないような描■をしてくださしヽ

□ 段ボール製 □ 懃 性・中

主催者における煙火消費責任者として 及び総括責任者を補佐する者の氏名。

総 括 責 任 者 ' 0△0(例 :煙火長など)

00△ (例 :副煙火長 煙火長補佐など)

□ その他



(4) ′颯火の嫌

Z 電気

И その他

消費の順序等

□ 焼金 ロ ロー火 □ 導火線 。速火線

例 ランス 振込棒尊

(5)

5 煙火の機

Й 拠

□ 興

□ 噴出煙火

6 危険予防の方法

(1)勘 雌 置

申請書記載のとおり。なお、袋物・吊物の消費はしなしゝ

別添明細のとおり

別添噴出煙火消費計画書のとおり

口 煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域 籠己置図のとおり)の進入可能な境界に

柵又はロープ等をして、その付近に警戒札 (赤旗、立て札等)を掲げるか警戒員を配置し、

関係者以外の者の立入を禁じ、安全を確認のうえ消費します。なお、消費準備中は、火災、

盗難及び事故防止のため、必要な警戒措置を講じ関係者以外の立ち入りを制限します。

□ その他

(2)交通規制

□ 有 (道路管理者又は警泰署の指示に従い一時規制を行う。)

□ 無

(3)防 勘 鍵 諄

□ 不要 (離隔距離20メ ートル以上)

□ 要 鰤 距離  0メ ートノL/1 ´

¨

□ ^ブレメッ

(4) 不発煙火の回収

ア 回嚇 氏名

卜等の安全対策の範

道路通行止めをする場合は必要

仕掛燿吹等む含めて、打ち掘るものの径が 3crnを超えるも

のがある場合|よ 記載する。(例 :0メートル、5り■‐トル未満)

打綱煙火、仕掛煙火に従事する場合は、ヘルメット等着用と

し、防田弾旧開曖閣屁酬扉抽彙両方にチェ

"し
てください。

□ 畳、ポリカーボネー ト又は鋼板あるいはこれらと同等程度の機能を有する防護措置を行

います。

0000

名

点火方法(複数の場合あり)

・ 焼 金 は 、 鶉

ロロー火:よ 蝉啜劇ち

上記は直接点火のため防護措置が

J囲1目層|〔rJ「。

口電気点火、導火線点火等の場合

は、離隔距躍に応じて

…が必要になります。

・噴出煙火の場合は、栞者によつて

ロー火とかランスと配載されます

が、仕掛煙火はランスで点火する

のが

…

。

・台付噴出煙火の点火を振込棒です

る櫛 配載してくださしヽ

5イ 回収従事者数



ウ 回収の時間 終了後 終了時から   ●  時まで

翌日
[三III更]

7 事故発生時の措置

直ちに消費を中断し、人身事故の場合は救命措置を講じ、火災の場合は消防機関に通報する。また、

現場の保存と安全対策を行い警察官に届出ると同時に許可行政庁に通報する。

【通報先 :許可行政庁】

行政協 豊橋市長 (消防本部 予防課 予防グルー
~/D

臨

※ 土 。日・休日・補 の場舗増肖嚇

センター (0532-52-0119
醜 421)ヽ

( 0532 ) 51 3 5

煙火取扱従事者等 (噴出煙火消費者については、別縛

従事者名簿

の欄には、統括責任者に◎印、筒場責任者に○印、煙火置場責任者に△印を記載する。

ノl槻模で責任者を兼務する場合は全と記載する。

との連絡あるいは危険区域内の警戒措置等のため危険区域に立ち入ることが必

主催者が認めた者は、安全確保の指導を受けヘルメット等の安全対策及び関係者であること

従事者名簿に出載されている方でも、保安距離内に立入り、写真撮影をすること

は厳禁です。また、警備で保安距離内に立入る場合は、配載のうえ、安全確保に

必要な教育を難 せて¢ さしヽ

るヽ措置を講ずることとし、作業区分欄に役害1を明記すること。



9 消費場所配置図

・ 打揚筒、仕掛煙火、噴出煙火、煙火置場、防護材、打揚煙火′1歌位置 (直接点火以外)、 焼金用コ

ンロ等の位置及びそれら相互の距離並びに筒場等からの安全な距離を明示すること。

。 危険区域の範囲及び警戒措置 (柵、警戒員等)を明示すること。

口消費する煙火(キJ聞屈
=ゼ

リから、安全な距苺の拡 倒険区城(立入りmLE
城)の性 警戒緒置の方法がわかるように配載する。

口打揚簡の固定方法(縄口麻ロープなど)を― る。

・打ち損るものの経が 3omを超えるものがあ劉助創よ 防護措置の方法又は防

護措置が不要となる理由(20m u卜の離翻距離を確保して電気点火する、5m

趾 肋 薇 鱒 ど)を―
`L・煙火置燿を設ける場合:よ 煙火置場と消費場所との安全な位置閥麟を記職す

る。

・その他煙火

…

彗 位雌 ― る。

注 :当 日の風向等により変更することがあります。なお、変更する場合においても危険区域境界まで安全な

距離を確保し、危険区域の変更は行いませれ
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10 仕掛煙火の明細

・ 仕掛煙火の構造、固定方法等を示した図面を添付すること。

・仕掛屋火の内彙 固定方法がわかる日面書を添付する。(輸入燿火について

は輸入煙火時 添付する。)

・仕麟颯鋏E"ちに打ち鋼るもの中 鈍mを超えるものがある場合はヽ 聞腱

HEO方法又は防讀鯖日が岬爾比なる理由など(例 :20m u卜の

―保して― 火する獅m以上離れて電気点火)を記職する。

・各種爆火を組み合わせて一連の消費によつて演出効果を出すものについて

は仕慟煙火1としてカウントしてもよい。この場合、い の職 添付す

る。



例記
仕掛煙火の記載について

仕掛煙火とは一連の消費によつて演出効果を表すものをいい、一連の消費をまとめて仕掛煙

火 1台 としてカウントすることができます。 (例 :文字絵型、銀滝、中国煙火複数、百花園ま

とめて一連の消費で 1台) 各種煙火を組み合わせて一連の仕掛煙火として消費する場合は、

組合せ明細を添付すること。

[組合せ明細の記載例 ]

仕掛煙火

1台 目

(3)※

①文字絵型  2m× 2m 3台

②中国煙火 錦冠彩珠30連  2台

③中国煙火 彩鳳求鳳 100連 1台

④スターマイン

① 大花輪

② 中国煙火 金拉手49連 1台

③ 中国煙火 錦冠彩珠 30連 1台

④ 仕掛乱玉

仕掛乱玉

(詳細は別紙1-① )

(詳細は別紙1-② )

(詳細は別紙1-③ )

(詳細は別紙1-④ )

(詳細は別紙2-① )

(詳細は別紙2-② )

(詳細は別紙1-② )

(詳細は別紙2-④ )

(詳細は別紙3)

2台 目

(6)※

3台 目

(7)

4台 目

(9)

金拉手 49連 2台
(詳細は別紙 2-② )

仕掛乱玉 1台 (詳細は別紙4‐①)

錦冠彩珠 30連 2台
(詳細は別紙 1-② )

※ カッコ内の数字はプログラムの番号です。



様式第4(その2)(第 4条関係)

噴 出 煙 火 消 費 計 画 書

1 臨時作業従事者等のい 画

(1)保安教育の日時及び場所

月   日 時  間 場  所 備 考

0月  0日 ◎時 0分～ 0時 0分 0△会館 0△地区

0月  △日 ◎時 0分～ 0時 0分 ●△会館 ●△保存会

月    日 時  分～  時  分

月    日 時  分～  時  分

※ 保安教育を分けて行う場合は、備考欄に対象とする地区名、保存会名等を記載すること。

(2)衝もを老購等詰

2 薬量別の噴出煙火|

…

こおけ6-の 責任者氏名

同時に消費する最大本数

3腋 麟 等      
―保安距離の緩和の有無 □ 有  □ 無

高さ 90omH卜の不燃性又は-0防 磁パ

ネルを観客の前に設置する場合配載する。

量別の噴出煙火消費計画

薬 量 本 数
11] 
の別 轍

費

数

鼎口

本

消費時の移

動の有無※

400g 20本 〔手筒)台付 00煙火 4本 〔有〕無
2,4Ю g 12本 (手筒〕台付 ″ 2本 有〔無〕

嘲αЭ g 4本 希 ←め ″ 4本 有(蕪〕
g 本 手筒 。台付 本 有・無

g 本 手筒 。台付 本 有 。無

g 本 手筒 。台付 本 有 0無

g 本 手筒 0台付 本 有・無

※ 消費時の移動とは、手筒を移動しながら消費するもので、筒を持ち上げる際の移動は含まなし、

項  目 保安距離 保安距離緩和の場合の措置内容

噴出煙火を横にして点火

する場合の吹き出し方向

の前後

20 m

(1)パネル等の種類

③
畳・鉄板 。その他 (

(2)パネル等の高さ

(亮

=>180cm・

その他(

筒の側面 20 m

(1)パネル等の種類

合板・畳・鉄板 。その他 (

(2)パネル等の高さ

90cm・ 180cm・ その他 (

噴出煙火消費従事者

別紙名簿のとおり



噴出煙火消費従事者名簿

〉(   1

2

3

消費従事予定者は全員記載し、変更が

製造者名は、本表のNo.で記載しても

つた場合は修正のうえ、事前に許可申請先に提出すること。

ヽ

口原則 18歳以上であること

日経験の無い者:よ 2400gまでとする。

噴出煙火の内訳 (手筒、台付及び薬量別)

備考欄に消費責任者は○印、 は△印、点火のみに従事する者は、「点」と記載すること。



別表第 1(第 2条 関係 )

打揚煙 火 (ス

このページは申請時、添付の必要は

ありませ

ターマイ ン及び仕掛の裏打 ちを含む。)の保安距離

煙火の種類及び直径
距離 (m)

細 工物 星 物

60cm超

90cm以 下          (30号 )

400 460

30cm超

60cm以 下       (20号 )(15号 )

330 360

24cm超

30cm以 下           (10号 )

230 250

18cm超

24cm以 下         (8号 )(7号 )

200 200

15cm超

18cm以 下            (6号 )

150 170

12cm超

15cm以 下       (5号 )(4.5号 )

140 160

9cm超

12cm以 下            (4号 )

120 130

6cm超

9cm以 下       (3号 )(2.5号 )

100 100

3cm以 上

6cm以 下        (2号 )(1号 )

50 50

ツ主  1

【

２

　

３

参考 :上記表の対象となる打揚

球状、筒状を問わず打揚がるもので径が 30ミ リメー トル以上のもの。

A=30mm以 上煙火等の例】

30mm以上 の

スターマイン及び仕掛の裏打ちを含む。

球状、筒状を問わず上空で開発す るものを打揚筒を傾斜 させて打揚げる場合には、

ち出 し方向に対 して 2倍 の距離。

の

打



このペー ジは申請時、添付 の必

りません

別表第 2(第 2条 関係 )

仕掛煙火の保安距離 (打揚 げるものについては、単発物 も含む。 )

別表第 3(第 2条 関係 )

音楽その他 の芸能の公演等の演 出効果 の用 に供す る煙火の保安距離

煙火の種類 距 離

枠仕掛 文字、絵型等 20m以 上

水上仕掛 水中金魚等 移動範 囲か ら 20m以 上

花 車 20m以 上

吹き出す もの (噴 出煙火以外のもの :滝等 ) 同 上

花 束 同 上

打揚がるものの内容物径 が 30mm未 満 のも

の

同 上

筒 を傾斜 させて打揚がるもので内容物外径 が

30mm未 満のものは、打ち出 し方向に対 して

50m以 上

地雷 。地割 打揚げ煙火の距離

その他の観賞用煙火

綱火 移動範囲から10m以 上

その他の煙火 その都度関係機関 と協議の うえ決定す る。

煙火の種類 距 離

炎・火の粉を噴出するもの 飛散距離の 1.5倍 の距離、但 し最低 5m

炎・火の粉を噴出しないもの 4m



別表第 4(第 2条関係 )

別表第 5(第 2条 関係 )

このペー ジは申請時、添付 の必

はあ りません

噴出煙火 の保安距離等

区  分 薬 量

筒の噴き出 し

方 向 の 前 後

(m)

筒 の 側 面

(m)

筒相互の間隔

(m)

噴

出

煙

火

手

筒

花

火

600g

以 下

直立 し点火す るもの 5 1. 5

上記以外 の もの 10 5 1. 5

600gを 超 え 1,200g以下 15 10 2.  0

1,200gを 超 え 1,800g以 下 20 15 2.  5

1,800gを 超 え 2,400g以 下 25 20 3.  0

2,400gを 超 え 3,000g以 下 28 23 3.  5

3,000gを超え 4,000g以 下 30 25 4.  0

噴

水

花

火

6,000g以 下

手 筒 煙 火 の

薬 量 区分 に

準ずる。

ただし、

4,000gを 超

えるものは

30mと する。

点火者 の安 全

が保 て る距離

とす る。

噴出煙火の保安距離等

区  分 薬 量

筒の噴き出 し

方 向 の 前 後

(m)

筒 の 側 面

(m)

噴

出

煙

火

手

筒

花

火

600g

以 下

直立 し点火す るもの 4

上記以外 の もの 4 4

600gを 超 え 1,200g以下 9 7

1,200gを 超 え 1,800g以下 13 10

1,800gを 超 え 2,400g以 下 17 13

2,400gを 超 え 3,000g以 下 19 15

3,000gを 超 え 4,000g以 下 20 17

噴

水

花

火

6,000g以 下

手筒煙火の薬量区分

に準ずる。

ただ し、4,000gを 超

えるものは 20mと

する。



別表第 6(第 7条 関係 )

このページは申請 時、添付の必

はありません

防護措置等

煙 火 玉 C
直径

打揚筒か らの離隔距離

5m未満 5m以 上 10m未満 10m以 上 20m未満

3cm超
15cm以 下

(5号玉 )

０

議

)飛 散物 を遮 断す る防

措置

(→飛散物に対する安全対策

厚 さ 2mm以 上のポ リカー

ボネー ト板又は畳床※ 1

ヘル メ ッ ト等

21cm以 下

(7号 玉 )

厚 さ 4mm以 上のポ リカー

ボネー ト板又は畳床※ 1

厚 さ 2mm以上のポ リカ

ー ボネー ト板又 は畳床

※ 1

ヘル メ ッ ト等

24cm以 下

(8号 玉 )

厚 さ28mm以 上のポ リカー

ボネー ト板又は畳床 7枚以

上又は厚 さ 8.lmm以 上の

鋼板※ 1、 2

厚 さ 4mm以 上のポ リカ

ー ボネ ー ト板 又 は畳 床

※ 1

厚さ2mm以上のポリカーボネ
ー ト板又は畳床※ 1

30cm以下

(10号玉 )
打揚不可

(口 )飛散物の威力を軽減す る防護措置

厚 さ 8mm以上のポ リカ

ーボネー ト板又は畳床 2

枚又は厚 さ 2.3mm以 上

の鋼板※ 1

厚 さ 5.9mm以上のポ リカーボ

ネー ト板又は畳床 2枚以上又

は厚 さ 1.7mm以 上の鋼板※ 1

60cm以 下

(20号玉 )
打揚不可 打揚不可

厚 さ 16mm以 上のポ リカーボ

ネー ト板又は畳床 4枚又は厚

さ 4.6mm以 上の鋼板 ※ 1

60cm.超 打揚不可 打揚不可 打揚不可

※ 1上記表 と同等程度の防護措置能力のあるもので可とする。

※ 2直径 21cmを超え 24cm以 下の煙火を離隔距離

5m未満で打揚げる場合の防護措置を右図のよう

に打揚筒に対 し 45° に設置するときは、厚 さ 20

mm以 上のポリカーボネー ト板又は畳床 5枚以上

又は厚 さ 5。8mm以上の鋼板または同等以上の能

力を有する措置で可とする。

その他

(1)防護材 (ポ リカーボネー ト板、鋼板)の設置にあたつては、筒ばねが生 じた際、

防護材が従事者 を直撃 しないよう固定措置等を講ず ること。

(2)防護材の大きさは、人がかがみ隠れ る程度の大きさとす ること。

[参 考図 ]

複数の打揚筒で同時に打ち揚げる場合の防護措置

⊂)打揚筒



煙火消費許可申請のチェックリス ト

申請時間 (受付時間)短縮を図るため、以下の注意点を確認してから申請

書を提出して下さい。

1 許可申請書が 3部揃っていますか ?

申請 (提 出用)に は 3部必要です。消費場所が海域に及ぶ場合は4部必

要です。なお 1部は、申請者の控えとして許可証

交付の際にお返しします。

2 花火の種類と数量がすべて一致していますか?

申請書 (押印した 1ページロ)と添付の資料の種類 0数量が異なってい

るケースが多く見られます。特に、手筒に関しては不一致の場合が多いの

で、今一度確認をしてから提出して下さい。

例 申請書 (1ページロ)、 消費の順序 (4ページロ)、 噴出煙火消費計画

書、噴出煙火従事者名簿の合計数に数字の食い違いがあります。

3 消費場所 (番地等)はすべて記載されていますか?

消費場所の地番表示が抜けていたり、複数の消費場所があるにもかかわ

らず、 1箇所の消費場所しか記載されていないケースがよく見られます。

許可証に記載されるため、消費場所が抜けている場合、消費できなくなり

ますので注意してください。

例 打揚煙火、噴出煙火、仕掛煙火が別々の場所で消費される場合は、

3箇所の記載を行ってください。

18歳未満の方が煙火取扱従事者名簿に記載されていませんか ?

18歳未満の方は原則として煙火の取扱いができませんので注意してく

ださい。特に手筒の従事者名簿に誤って記載されていることがありますの

で、生年月日を十分確認してください。



5 消費場所の図面に保安距離が確保できることが分るように、観客、建物

等への距離が記載されていますか?また、観客の位置は明示してあります

か?

煙火消費の許可申請の際に保安距離の確保が必要条件になりますので、

煙火の種類ごとに実際確保できる距離関係を図面に記載して下さい。

(別添図面を参考にしてください。)

6 立入禁止措置を行う位置を図面に記載し、実施措置についても記載して

ありますか?

消費場所に通じる道路等には、保安距離以上の地点で立入禁止措置を施
し、どんな方法で関係者以外の立入禁止するか図面に記載して下さい。

例えば、ロープ張り、柵、見張人などを記載して下さい。
(別添図面 を参考 にして ください。)

7 中国花火を消費する場合、すべての種類の「輸入煙火証明書」を添付し

てありますか?

中国煙火はそれぞれの固有名称を使用して申請書に記載していただくか、

別紙にまとめて種類及び数量を記載して下さい。

8 打揚煙火を消費する場合には、打揚筒の固定方法、打揚者の防護措置に

関する図面を添付してありますか?

9 許可申請には、手数料 7, 900円が必要になります。

許可された後で、消費する煙火の種類の追加あるいは許可を受けた煙火

の数量増加を行うなどの場合は、再度許可申請が必要となります。

なお、ご不明の点がありましたら、下記の連絡先までお問合せください。

連絡先 豊橋市消防本部予防課 予防グループ

電話 0532-51-3115


